被災地小中学生ホームステイ受入の登録募集について
　今回の地震の被災者で、保護者が被災地を離れられず、子どもだけの避難を必要とする児童生徒を救うために、ホームステイの受け入れ準備を始めました。

　まずは、小中学生の受入が可能な家庭を募集し、情報を登録します。

　なお、被災地側との連携ができ次第、受け入れていただくよう登録者に連絡いたします。
【募集期間】

　平成23年4月1日から　　　＊受付　月～金曜日（9時～17時）

【対象】

　一般家庭

【登録基準】

（1） 受入可能な期間　最低２週間以上の受入れが可能な世帯で期間を登録
（2） 受入可能な人数　１人以上から登録

（3） 受入可能な性別　男女の区別を登録

（4） その他の条件

【受入家庭の役割】

（1） 長期間の滞在となりますので、一定のプライベートスペースが必要です。

（2） タオルや寝具など、必要な生活用品を可能な範囲で提供してください。

（3） 被災者に持ち合わせがない場合は、受け入れ家庭で費用を負担していただきます。

（4） 家事の負担は、お互いの話し合いが必要です。

（5） 何よりも必要なことは、被災された人とのコミュニケーションです。一緒に外出するなど、気持ちを和らげる心遣いが必要です。
　「受入家庭の役割」をご理解いただいたうえで、まずは、登録をお願いします。なお、登録されても、必ず受入ができるとは限りませんのでご了承ください。
　（問い合わせ先）
　瀬戸市教育委員会　学校教育課

　〒489-8701　愛知県瀬戸市追分町64番地の1　電話（0561）88-2763、2762、2764
　FAX:（0561）88-2755　　HPアドレス：http://www.city.seto.aichi.jp
